
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業員を常時 5 人以上雇用していて「関東信越税理士国民健康保険組合」 

に加入をしている個人事務所（厚生年金未加入） 

 
 
 

 

 

従業員を常時 5 人以上雇用していて「市町村の国民健康保険」 

に加入をしている個人事務所（厚生年金未加入） 

★市町村国保→税理士国保へ加入する場合 
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【注意事項】 

・組合へ加入をいただいてから、年金事務所への手続きとなります。 

・従業員が組合へ加入するには、事業主である税理士の組合への加入が条件となります。 

★市町村国保→協会けんぽへ加入する場合 

 

 

【注意事項】 

・新制度が開始される令和 4 年 10 月 1 日以降は、「協会けんぽ」に一度加入すると資格喪失はできま

せんのでご注意ください。 

従業員が「協会けんぽ」又は「関東信越税理士国民健康保険組合」 

に加入をしている個人事務所（厚生年金加入） 

【注意事項】 

・届出や手続きの必要はありませんが、「協会けんぽ」→「税理士国保」へ移動する際には、任意適用とな

っている健康保険を資格喪失していただき、「税理士国保」への加入手続きとなります。 

・新制度が開始される令和 4 年 10 月 1 日以降は、「協会けんぽ」の資格喪失はできなくなりますのでご

注意ください。 

【その他】 

・「新規適用申請書」と「健康保険適用除外申請書」は、できるだけ同時に年金事務所へ提出をお願いし

ます。 

・年金事務所への各届出は、期限を超えた場合に「遅延理由書」の提出が必要となります。 

 作成：関東信越税理士国民健康保険組合 

さいたま市大宮区桜木町 4-376-1 

TEL：048-631-2211 FAX：048-644-3030 

     
こちらのＱＲコードをスマート 
フォンで読み込むと組合ＨＰへ 
アクセスできます。 


